
資料５ 

条例の名称（案）について 

 

「（仮称）行田市障がい者差別解消条例」の名称について、条例の主旨や目的を踏ま

え、市民にとって分かりやすい名称とするため、皆さまからご意見をお伺いします。 

 

事務局案 

①：行田市障がい者差別解消条例 

②：行田市障がい者差別解消推進条例 

③：行田市障がいのある人もない人も共に生きる社会づくり条例 

④：行田市障がいのある人もない人も共に安心して暮らせるまちづくり条例 

⑤：行田市すべての人が安心して暮らしていける共生社会づくり条例 

⑥：障害のある人もない人も住み慣れた行田で共に生きる社会づくり条例 

 

 

参考１：他市町村の条例名称 

a ：埼玉県障害のある人もない人も全ての人が安心して暮らしていける共生社会づくり条例  

b ：日野市障害者差別解消推進条例 

c ：所沢市障害のある人もない人も共に生きる社会づくり条例 

d ：塩竃市障がいのある人もない人も共に生きる社会づくり条例 

e ：障がいのある人もない人も共に安心して暮らせる八王子づくり条例 

f ：障がいのある人もない人も心豊かに暮らせる臼杵市づくり条例 

g ：共に暮らすための新座市障がい者基本条例 

h ：障害のある人もない人も共に暮らしやすい千葉県づくり条例 

 

 

参考２：行田市の主な条例名称 

イ：行田市防犯のまちづくり条例 

ロ：行田市子ども未来審議会条例 

ハ：行田市歯と口の健康づくり条例 

ニ：行田市老朽空き家等の適正管理に関する条例 

ホ：行田市路上喫煙及びポイ捨ての防止に関する条例 

ヘ：行田市障がい者の利用に係る公の施設の使用料及び利用料金の減免に関する条例 

ト：行田市手話言語条例 


